
○案  

令和６年度平塚市地域密着型サービス事業者募集要領 

 

 平塚市では、介護保険事業計画[第９期]（以下「第９期事業計画」という。計画期間：令和６年

度から令和８年度まで）における地域密着型サービスを提供する事業者の募集を行います。 

介護保険法及び平塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例・平塚市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（以下、「条例」という。）その他関係法令を御確認の上御応募ください。 

 平塚市ホームページ例規集 URL：https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jorei/index.html 

 

 

１ 趣旨及び目的 

 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活する

ために介護サービスの提供が図られるよう、市町村が指定及び指導・監督を行うものです。 

 平塚市では、地域密着型サービスの特徴である、利用者が地域と良好な関係を築き、安心して住

み慣れた地域で生活を送れるよう第９期事業計画に基づき地域密着型サービスを整備します。 

 

 

２ 募集内容 

 公募内容は下記の２つのいずれかとします。 

 

募集① 

 「（介護予防）認知症対応型通所介護事業所」 

 

募集② 

「（介護予防）認知症対応型通所介護事業所」及び「（介護予防）認知症対応型共同生活介護」 

の併設事業所 

 

（１） 対象サービス 

（２） 整備圏域 

   「圏域５（中原地区・南原地区）」・「圏域７（金田地区・豊田地区）」以外 

（３） 整備事業所数 

  １事業所 

 

サービス名 内 容 

（介護予防）認知症 

対応型通所介護 

認知症である利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話や機能訓練

を行う。 

（介護予防）認知症 

対応型共同生活介護 

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら家庭的な環境で共同生活す

る住居を提供する。 

※２ユニット １８名定員 
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３ 応募資格 

 法人格を有する法人で、本業務を円滑に遂行する十分な体制、能力を有しており、かつ次の項目

を満たしている者。 

（１） 介護保険法第７８条の２第４項各号及び同条第６項各号、第１１５条の１２第２項各号及び

同条第４項各号の規定に該当しない者であること。 

（２） 提出書類の受付締切日において、民事再生法等による手続きをしている法人でないこと。 

（３）  平塚市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等でないこ

と。（選定後であっても、その事実が判明した場合は事業候補者の選定を取り消します。） 

 

 

４ 応募方法 

 介護保険法及び条例その他関連法令等を御確認のうえ、以下の書類を提出してください。 

なお、提出に当たっては、介護保険課に事前に御連絡のうえ、実施法人が持参または郵送してく

ださい。持参の場合の受付時間は、受付期間中の平日９時から１２時、１３時から１７時までとし

ます。郵送の場合は、令和６年９月１３日（金）必着とします。 

（１） 提出書類 

別紙提出書類一覧のとおり（正本１部・副本６部）※副本は正本の写しとしてください。 

なお、提出書類の電子データをメールにて提出をお願いする場合があります。 

（２） 申込書受付期間 

    令和６年７月１９日（金）から令和６年９月１３日（金）まで 

 

 

５ 無効または失格 

 次の事項に該当する場合は、原則として無効または失格となります。 

（１） 提出書類の提出方法や提出先、提出期限等が守られなかったとき。 

（２） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 

（３） 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

（４） 虚偽の内容が記載されているもの。 

 

６ 注意事項 

（１） 利用可能な補助金については、「平塚市地域医療介護総合確保基金事業費補助金」を予定し

ていますが、現時点で当該補助金の交付を確約するものではありません。また、同施設内に

他のサービスを整備する場合は、面積按分等により補助金額を調整する場合があります。 

     なお、「平塚市地域医療介護総合確保基金事業費補助金」を利用予定の場合、令和７年度の

「平塚市地域医療介護総合確保基金事業費補助金」交付決定を受けてからの着工が補助の条

件となりますのでご留意ください。（事業者の内定は令和６年度中に通知予定ですが、平塚

市からの補助金交付決定及び事業所指定については、令和７年度に通知を行いますので、そ

の点を加味し工期計画の策定をしてください。） 

（２） 整備のスケジュールや人員確保、資金計画等について、対応可能か十分検討のうえ、提出書

類を作成してください。 

（３） 介護従事者については、原則、直接雇用する職員を配置するようお願いします。 
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（４） 開発、建設の可否の確認を必ずお願いします。特に土地利用の可能性については、「都市計

画法」「まちづくり条例」「埋蔵文化財包蔵地」等の関係法令所管課と十分に協議をしてくだ

さい。協議が不十分あるいは問題点が多い場合、受付できません。（提出時に関係法令所管

課  にその場で確認をさせていただく場合があります。） 

（５） 防火防災対策及びこれに係る設備設置について、平塚市消防署と協議し、その指示に従って

ください。 

（６） 敷地外に待機車両や路上駐車が発生しないよう、必要台数分の駐車場を整備してください。 

（７） 事前相談及び応募に要した費用は、全て応募者の負担とし、提出書類はお返し出来ません。 

（８） 提出書類中の個人情報等は、本選定以外には使用しません。 

（９） 提出書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

（10） 事業者の応募がなかった場合または事業者が決定しなかった場合は、再度公募を行う場合が

あります。 

（11） 施設整備後は、日頃から地域との交流を深めるとともに、非常災害時に備えて地域との連携

強化に努めていただくようお願いいたします。 

（12） 土地所有者、地域住民、その他関係者とのトラブルについて、平塚市介護保険運営協議会、

平塚市及び平塚市職員は、いかなる損害賠償請求や求償その他一切の責任を負いません。 

 

 

７ 事業者の選定 

 募集期間内に応募があった事業者を対象とし、提出された書類について審査・確認のうえ、内定

通知を交付します。 

複数の事業者から応募があった場合は、「平塚市地域密着型サービス事業者選考委員会」による書

類選考を実施します。 

複数事業者からの応募があり、募集①「（介護予防）認知症対応型通所介護事業所」の整備希望事

業者と、募集②「（介護予防）認知症対応型通所介護事業所」及び「（介護予防）認知症対応型共同

生活介護」の併設事業所の整備希望事業者が競合した際は、募集①「（介護予防）認知症対応型通所

介護事業所」の整備希望事業者を「平塚市地域密着型サービス事業者選考委員会」による書類選考

の結果に関わらず、優先権者として選定します。 

なお、優先権者として選定された事業者が「３ 応募資格」を満たさない場合、「５ 無効または

失格」の事項に該当する場合、またサービス事業者として相応しくない事項が認められる場合はそ

の限りではありません。 

 

 

８ 事業所指定 

事業所指定については、関係法令に基づく書面審査、実地検査等を行い、当該事業所が条例、関

係法令に適合していることが確認され、原則、平塚市介護保険運営協議会への報告等を経て、指定

通知書の発行となります。 
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＜平塚市における主な問い合わせ先＞ 

確認内容 問い合わせ先部署 

平塚市まちづくり条例及び開発事業に係る

事前相談について 
まちづくり政策部開発指導課 

建築基準法に係る建築確認及び用途地域に

ついて 
まちづくり政策部建築指導課 

生産緑地法による生産緑地地区について まちづくり政策部まちづくり政策課 

消防法等について 消防本部予防課 

埋蔵文化財包蔵地について 社会教育部社会教育課 

介護保険制度全般について 福祉部介護保険課介護給付担当 

 

 

 

 

 

 

＜地域密着型サービス事業者の募集に関する問合せ先＞ 

平塚市福祉部介護保険課介護給付担当 

TEL ０４６３－２１－８７９０（直通） 

FAX ０４６３－２１－９７４２ 

E-mail kaigo@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

 

 

以 上   
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